
企業会計ナビ ダイジェスト

当法人ウェブサイト内の「企業会計ナビ」が発信し
ているナレッジのうち、アクセス数の多いトピックス
を取り上げ、紹介します。今回は「わかりやすい解説
シリーズ 『収益認識』第1回：ポイントに関する会計
処理」を紹介します。

顧客との契約において、既存の契約に加えて追加の
財又はサービスを取得するオプションを顧客に付与す
る場合に、当該オプションが当該契約を締結しなけれ
ば顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供すると
きには、そのオプションから履行義務が生じます（「収
益認識に関する会計基準の適用指針」（以下、適用指針）
第48項）。重要な権利を顧客に提供する場合とは、例
えば、そのオプションにより顧客が属する地域や市場
における通常の値引きの範囲を超える値引きを顧客に
提供する場合を指します。
このような場合には、顧客は実質的に将来の財又は
サービスに対して企業に前払いを行っているため、将
来の財又はサービスが移転するとき、あるいは付与さ
れたオプションが消滅するときに収益を認識します（適
用指針第140項）。
なお、追加の財又はサービスを取得するオプション
には、販売インセンティブ、顧客特典クレジット、ポ
イント等が含まれます（適用指針第139項）。

追加の財又はサービスを取得するオプションを顧客
に付与する際、重要な権利を顧客に提供する場合に必要
な会計処理について、設例による解説をしていきます。

【前提条件】
① A社は、顧客がA社のインターネット販売サイトで商
品を10円購入するごとに1ポイント付与している。

②当該ポイントは将来A社のインターネット販売サイ
トで商品を購入する際に、1ポイント1円の値引き
を受けることができる。

③ X1年度中に、顧客はA社のインターネット販売サ
イトで商品を200,000円購入し、20,000ポイント
（200,000円÷10円×1ポイント）を獲得した。
④ A社は商品販売時点で、将来18,000ポイントが使
用されると見込んでいる。

⑤当該ポイントは、A社のインターネット販売サイト
で商品を購入しなければ顧客が受け取れない重要
な権利を顧客に提供するものである。

⑥ X2年度末にA社は使用されるポイント総数の見積を
19,000ポイントに更新した。

⑦各年度に使用されたポイント、決算日までに使用さ
れたポイント累計、使用されると見込むポイント総
数は次の通りである。

Ⅰ　はじめに
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X1年度 X2年度

各年度に使用されたポイント 8,000 7,000

決算日までに使用されたポイント累計 8,000 15,000

使用されると見込むポイント数 18,000 19,000

Ⅱ　設例による解説
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【各期の会計処理】
① X1年度中（商品の販売時）

A社は自社のインターネット販売サイトで購入した
顧客に対して、通常の範囲を超える値引きを受けられ
るポイントを顧客に提供しており、当該ポイントが行
使される、または失効するときにそのポイントに対す
る収益を認識します（適用指針第48項）。
商品販売時の会計仕訳では、取引価格200,000円を

商品の独立販売価格、ポイントの独立販売価格で配分
しています。ポイントの独立販売価格は直接観察でき
ないため、将来オプションが行使されると見込まれる
18,000円と見積ります（適用指針第50項）。
独立販売価格の比率で取引価格を配分した結果、商
品に対して183,486円、ポイントに対して16,514円
の取引価格が配分されます（＜図1＞参照）。

② X1年度末
X1年度末において、契約負債16,514円のうち、使用

されたポイント8,000ポイントに対応する7,340円の
売上を認識します。これは、A社が当初ポイントを付
与した際に認識した、「将来顧客がポイントを使用す
ることでA社は値引きをしなければならない」という
履行義務が一部充足されたことによります。

▶図1　独立販売価格の比率で取引価格を配分

▶図2　ポイントの使用

③ X2年度末
X2年度において、顧客は7,000ポイントを使用しま
した。A社はX2年度までのポイントの使用実績を基に、
ポイント使用見込みを18,000ポイントから19,000

ポイントへ引き上げました。
X2年度末において、契約負債16,514円のうち、使

用されたポイントに対応する売上を認識します。この
時、変更後の使用見込みポイントである19,000ポイン
トのうち、X1年度とX2年度累計で15,000ポイント
が使用されていることから、X1年度とX2年度累計で
13,037円が認識される必要があります。したがって、
13,037円からX1年度に認識した売上高7,340円を控
除した、残り5,697円をX2年度に認識することになり
ます（＜図2＞参照）。

▶ 企業会計ナビURL
www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting

ウェブサイトの企業会計ナビコーナーでは、同
シリーズの解説を掲載しています。ご覧になりた
い方は、各種検索サイトで「企業会計ナビ」と入
力し、検索してください。

（借方）　現金預金　200,000　（貸方）　売上高　　183,486（※1）
契約負債　 16,514（※2）

（※1）183,486円＝200,000円× 200,000円
200,000円＋18,000円

（※2）  16,514円＝200,000円× 18,000円
200,000円＋18,000円

（商品分）

（ポイント分）

① X1年度中（商品販売時）

商品の独立販売価格

ポイントの独立販売価格
18,000円

商品の独立販売価格
200,000円

218,000円

取引価格の配分

ポイント行使による履行義務
16,514円

商品販売による履行義務
183,486円

200,000円

（※3）7,340円＝16,514円× 8,000ポイント
10,000ポイント＋8,000ポイント

（借方）　契約負債　　 7,340　（貸方）　売上高　　　 7,340（※3）

（※4）5,697円＝16,514円×
8,000ポイント＋7,000ポイント

8,000ポイント＋7,000ポイント＋4,000ポイント

（借方）　契約負債　　 5,697　（貸方）　売上高　　　 5,697（※4）

－7,340円

② X1年度末

③ X2年度末

使用されたポイント

8,000ポイント

7,340円

X2年度以降使用見込みポイント

10,000ポイント

9,174円

16,514円

X3年度以降使用
見込みポイント

4,000ポイント

3,477円

使用されたポイント

8,000ポイント 7,000ポイント

16,514円

13,037円（＝7,340円＋5,697円）
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